
 

 
作成：令和３年４月１日 

⒈ 計画の目的 

この計画は、水防法第１５条の３第１項の規定に基づくものであり、ながふじ学府 磐

田市立豊田中学校の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを目的とす

る。 
 
⒉ 計画の適用範囲 

この計画は、ながふじ学府 磐田市立豊田中学校に勤務する職員等（以下「施設職員」

という。）及び施設の利用者又は出入りするすべての者（以下「利用者等」という。）に

適用する。 
 
⒊ 防災体制 

洪水時の体制、活動内容、活動を実施する要員等は、次のとおりとする。 

区分 体制確立の判断時期 活動内容 対応要員 

注意 
体制 

▸ 台風の接近が予想される場合 
▸ 大雨が予想される場合 
▸ 大雨注意報が発表された場合 
▸ 洪水注意報が発表された場合 

▸ 気象情報、洪水予報等の情

報収集 
情報収集伝達要員 

（教務主任） 

警戒 
体制 

▸ 大雨警報が発表された場合 
▸ 洪水警報が発表された場合 
▸ 天竜川（中ノ町地点）の水位が氾濫注

意水位に達した場合 

▸ 気象情報、洪水予報等の情

報収集 
情報収集伝達要員 

（教務主任） 

▸ 使用する資器材の準備 
避難誘導要員 

（２学年主任→各学年主任

→学級担任・教科担任） 

非常 
体制 

【非常体制Ⅰ】 
▸ 避難準備・高齢者等避難開始が発令さ

れた場合 
▸ 天竜川（中ノ町地点）の水位が避難判

断水位に達した場合 
【非常体制Ⅱ】 
▸ 避難勧告又は避難指示（緊急）が発令

された場合 
▸天竜川（中ノ町地点）の水位が氾濫危険

水位に達した場合 

▸ 気象情報、洪水予報等の情

報収集 
▸ 保護者への連絡※１ 
▸ 入院(所)者家族への連絡

※２ 
▸ 外来診療中止の掲示※３ 

▸ 周辺住民への協力依頼 

▸ 必要に応じて関係行政機

関等への連絡・通報 

情報収集伝達要員 
（教務主任） 

▸ 利用者等の避難誘導 
▸ 未避難者、要救助者の確認 

避難誘導要員 
（２学年主任→各学年主任

→学級担任・教科担任） 

注１ 「体制確立の判断時期」は、各判断基準のいずれかに該当する場合とする。 
注２ 上記のほか、施設の管理権限者の指揮命令に従うものとする。 
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⒋ 情報収集及び伝達 

⑴ 情報収集 
ア 収集する主な情報及び収集方法は、次のとおりとする。 

収集する情報 収集方法 

気象情報 テレビ、ラジオ、インターネット（気象庁等のホームページ） 

洪水予報、水位到達情報 
インターネット（国土交通省：川の防災情報、静岡県：サイ

ポスレーダー）、いわたホッとライン 

避難勧告等の避難情報 
防災行政無線、いわたホッとライン、インターネット（磐田

市ホームページ）、テレビ、ラジオ、緊急速報メール 
イ 停電時は、ラジオ、タブレット、携帯電話等を活用して情報を収集するものとし、

これに備えて、乾電池、バッテリー等を備蓄する。 
ウ 提供される情報に加えて、雨の降り方、施設周辺の水路や道路の状況、斜面に危

険な前兆がないか等、施設内など安全な場所から確認を行う。 
エ がけ崩れ等の前兆現象や被災時の被害状況などの情報を入手した場合は、速やか

に市役所危機管理課（0538-37-2114）へ通報する。 
⑵ 情報伝達 
ア 収集した気象情報、洪水予報等の情報を施設内関係者間で共有する。 
イ 生徒を避難させる場合には、保護者に対し、「教室棟３階及び４階へ避難する。生

徒の引き渡しは状況を見て安全が確認された時点で校舎内において行う。引き渡し

の開始、引き渡し場所については追って別途連絡する」旨を連絡する。 
ウ 避難の完了後、保護者に対し、避難完了後、現状を連絡する。さらに水が引いて

引き渡しが可能になった時点で、「これより教室棟３階または４階（または適切な場

所）にてにおいて生徒の引き渡しを行う。」旨を連絡する。 
 
⒌ 避難誘導 

⑴ 避難場所 
 洪水時における避難場所は、ながふじ学府 磐田市立豊田中学校とする。 

⑵ 避難経路 
洪水時における避難場所までの避難経路については、別紙「施設周辺の避難経路図」

のとおりである。 
⑶ 避難誘導方法 
ア 学校外の避難場所に誘導するときは、避難場所までの順路、道路状況について説

明する。 
イ 避難する際は、徒歩を原則とする。 
ウ 避難誘導にあたっては、拡声器、メガホン等を活用し、先頭と最後尾に誘導員を

配置する。 
エ 避難誘導員は、避難者が誘導員と識別しやすく、また、安全確保のための誘導用
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ライフジャケットを着用し、必要に応じて避難ルートや側溝等の危険箇所を指示す

る。 
オ 避難する際は、ブレーカーの遮断、ガスの元栓の閉鎖等を行う。 
カ 浸水のおそれのある階又は学校からの退出が概ね完了した時点において、未避難

者の有無について確認する。 
 
⒍ 避難の確保を図るための施設の整備 
⑴ 情報収集・伝達及び避難誘導の際に使用する施設及び資器材については、下表「避

難確保資器材等一覧」に示すとおりである。 

 
⑵ これらの資器材等については、日頃からその維持管理に努めるものとする。 

 
⒎ 防災教育及び訓練の実施 
⑴ 防災教育 

毎年４月に職員を対象とした研修を実施する。 
⑵ 訓練 

毎年５月に職員による情報収集・伝達訓練及び生徒対象の避難誘導訓練を実施する。 

表 6-1 避難確保資器材等一覧 
活動の区分 使用する設備又は資器材 

情報収集・伝達 テレビ、ラジオ、タブレット、ファックス、携帯電話、懐中電灯、電池、携帯電

話用バッテリー 

避難誘導 

名簿（利用者、施設職員等）、案内旗、タブレット、携帯電話、懐中電灯、携帯用

拡声器、電池式照明器具、電池、携帯電話用バッテリー、ライフジャケット 
 
学校内の一時避難のための水・食料・寝具・防寒具 
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《洪水等、水害発生時の開放エリア》
・第１次 ：アリーナ、サブアリーナ、アリーナ南ホールアリーナ南ホール ※開放時はアリーナ南ホールにあるトイレを利用する。
・第２次 ：アリーナ、アリーナ南ホール、サブアリーナ
・第３次 ：アリーナ、サブアリーナ、アリーナ南ホール、屋上

・感染症対応：プール ※プール側から⼊ることのできるトイレを利用する。出⼊りは体育館⻄側の⾮常階段を利用する。
・地域の方々の校舎への侵⼊経路 で示したとおり

㎡

㎡

㎡ 45 ㎡ 45 ㎡ ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 36 ㎡

㎡ ㎡

WC WC WC ELV

㎡ 26 ㎡ ㎡ 32 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

ー消火器

ー階段

→

→
→
→

アリーナ南ホール

→

64

武道場

245 図書館

共同調理場

562

↑↑↑　グラウンド　↑↑↑　※令和４年３月まで工事のため侵入不可

67 63 63 63 63 64

特別支援学級

プール

WC WC

２年１組 ２年２組 ２年３組 ３年１組 ３年２組 学習室 ４年１組

63 63 63

放送室 理科室（小） 準備室 多目的室 多目的室 外国語教室

４年２組 ４年３組 特別支援学級

防災倉庫 管理室 更衣室 更衣室

倉
庫

PC教室

簡易トイレ

２階
器
具
庫

メインアリーナ サブアリーナ

ステージ 1143

部
室

595

会議室
倉
庫

配膳室

98 98 64 64 63 95

職
員
更
衣
室

応接室

職
員
更
衣
室

LD等通級指導教室

285 67 67 67 69 55.8

１年１組 １年１組 １年１組 多目的室 教職員コーナー プレイルーム

１階
放課後児童クラブ

ながふじ広場

職員室

137 475

駐車場

WC WCランチルーム

地
域
連
携
室

校長室（小） 校長室（中）

保健室 児童生徒昇降口
応接室

32㎡ 36㎡
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ELV

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 32 ㎡ ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

ELV

㎡ 55 ㎡ ㎡ 32 ㎡ ㎡ ㎡

→

㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡

ー消火器

ー屋内消火栓

ー階段

ー救助袋

至 ４階屋上

67

WC

WC

63 63 63

準
備
室

準
備
室

技術室

配膳室

64

８年３組 ８年４組 ８年５組

7
組

6
組 63 64 63 63 63

WC

特別支援学級 多目的室 ９年１組 ９年２組 ９年３組 ９年４組 ８年１組 ８年２組

101 140 98 143

準
備
室

音楽室２ 準備室 音楽室１ 作法室 美術室

64 64 64 67

４階

ステージ

７年３組 ７年４組 ７年５組

67 63 63 63 63 64 64

WC

５年１組 ５年２組 ５年３組 ６年１組 ６年２組 ６年３組 7年１組 ７年２組

３階

ステージ

理科室 児
童
会
室

生
徒
会
室

配膳室

98 98 99 98 98

家庭科被服室
準
備
室

家庭科調理室 図工室 理科室 準備室
屋上

36㎡ 32㎡

36㎡
32㎡

32㎡

32㎡

32㎡ 32㎡
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放課後児童クラブ
ト
イ
レ

武道場

図書館

共同調理場

地域連携室

応接室保健室 校長室

職員更衣室

職員室
校長室

駐車場

トイレ トイレランチルーム

１年１組 １年２組 １年３組 多目的室 LD等通級指導教室 プレイルーム

職員更衣室

すい がい ひ なん ず かい

水害避難図 １階

児童生徒昇降口
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メインアリーナ サブアリーナ

防災倉庫 管理室 WC 更衣室 WC 更衣室 WC

倉庫 外国語教室 会議室 倉庫
配膳室

プール 教材室 教材室

トイレ トイレ

教材室

ＰＣ教室
放
送
室

理科室（小）
準
備
室

多目的室 多目的室

４年２組 ４年３組 特別支援学級 特別支援学級

相談室 相談室 相談室

２年１組 ２年２組 ２年３組 ３年１組 ３年２組 多目的室 ４年１組

すい がい ひ なん ず かい

水害避難図 ２階
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教材庫配膳室 被服室 家庭科準備室 調理室 図工室

教材庫 教材庫

トイレ トイレ

教材庫

理科室２
準
備
室

理科室３ 児童会室 生徒会室

７年２組 ７年３組 ７年４組 ７年５組

相談室 相談室 相談室

５年１組 ５年２組 ５年３組 ６年１組 ６年２組 ６年３組 ７年１組

水害避難図 ３階
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美術室
準
備
室

準備室 技術室

教材庫 教材庫

トイレ トイレ

教材庫

相談室

配膳室 音楽準備室２ 音楽室２ 音楽準備室１ 音楽室１ 作法室

屋上へ

８年３組 ８年４組 ８年５組

相談室 相談室

９年４組 ８年１組 ８年２組特別支援学級 多目的室 ９年１組 ９年２組 ９年３組

水害避難図 ４階
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避難確保計画チェックリスト（洪水編） 

 

施設名 ながふじ学府 磐田市立豊田中学校 チェック担当者名 森下 昌司 

 

計画の項目 チェック項目 チェック欄 

防災体制 

情報収集及び伝達 

施設が所在する地域における河川の情報や避難勧告等の避

難情報を収集・伝達する体制が定められているか 

 

避難準備・高齢者等避難開始の発令段階で要配慮者の避難

誘導を行う体制となっているか 

 

避難行動の開始に遅れが生じないよう、複数の判断材料が

設定されているか 

 

施設職員の役割を明確にし、「防災体制（対応要員）一覧表」

を参考にしてまとめられているか 

（一覧表は、市に提出する必要はありません） 

 

緊急時における連絡体制として、施設職員の緊急連絡網が

定められているか 

（緊急連絡網は、市に提出する必要はありません） 

 

避難誘導 

避難先は浸水が想定されない場所（建物）に設定されてい

るか 

 

避難場所及び避難経路は避難経路図に具体的に定められて

いるか 

 

避難に車両を使用する場合、安全な避難経路の選定、必要

な車両の確保等がされているか 

 

施設の整備 

情報収集・伝達、避難誘導に必要な資器材等が記載されて

いるか 

 

夜間において避難が想定される場合、そのための必要な資

器材等が記載されているか 

 

屋内安全確保を行う場合に備え、施設内での滞在に必要な

物資が確保されているか 

 

防災教育及び訓練 適切な時期に必要な教育・訓練の実施が設定されているか 
 

自衛水防組織 

【自衛水防組織を設置した場合に限る】 

自衛水防組織活動要領を作成し、統括管理者及びその代行

者、各班の任務及び所属班員名が定められているか 

 

※ 避難確保計画を作成する際にチェック項目を確認し、同計画に添付して報告してください。 
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